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(57)【要約】
【課題】超音波診断装置本体を台部から安全に取り外す
ことである。
【解決手段】超音波診断装置１は、超音波を送受信する
超音波探触子に駆動信号を送信し、超音波探触子から得
られた受信信号に基づいて超音波画像を生成する超音波
診断装置本体１０と、超音波診断装置本体１０が取り付
けられるカート部２０と、カート部２０上に取り付けら
れた超音波診断装置本体１０を押し上げる本体押し上げ
部２１１と、を備える。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受信する超音波探触子に駆動信号を送信し、当該超音波探触子から得られた
受信信号に基づいて超音波画像を生成する超音波診断装置本体と、
　前記超音波診断装置本体が取り付けられる台部と、
　前記台部上に取り付けられた前記超音波診断装置本体を押し上げる本体押し上げ部と、
を備える超音波診断装置。
【請求項２】
　前記台部は、前記本体押し上げ部を有する請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記超音波診断装置本体は、前記本体押し上げ部を有する請求項１又は２に記載の超音
波診断装置。
【請求項４】
　前記本体押し上げ部を押し上げる押し上げ操作入力を受け付ける押し上げ操作部を備え
、
　前記本体押し上げ部は、前記押し上げ操作部を介する押し上げ操作に応じて前記超音波
診断装置本体を押し上げる請求項１から３のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記本体押し上げ部は、弾性部材からなり、
　前記本体押し上げ部は、前記台部上に取り付けられた前記超音波診断装置本体が固定解
除されると当該超音波診断装置本体を押し上げる請求項１から４のいずれか一項に記載の
超音波診断装置。
【請求項６】
　前記台部は、前記超音波診断装置本体を固定する本体固定部を備える請求項１から５の
いずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記本体固定部は、弾性材料からなり、先端部が前記超音波診断装置本体の端部に嵌合
する形状を有し、当該超音波診断装置本体の内側方向に弾性力が働く請求項６に記載の超
音波診断装置。
【請求項８】
　前記本体固定部は、テーパー形状又はＲ形状の先端部を有し、前記超音波診断装置本体
を上から接触して押圧すると、当該超音波診断装置本体の外側方向に開く請求項６又は７
に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記本体固定部は、前記超音波診断装置本体を固定した状態で、上から押圧すると、当
該超音波診断装置本体の外側方向に開き固定が解除される請求項６から８のいずれか一項
に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記本体固定部は、前記超音波診断装置本体の前後及び左右の少なくとも一方の端部に
対応する位置に配置され、
　前記超音波診断装置本体の隣り合う２つの隅部に対応する位置に配置され当該超音波診
断装置本体を案内する位置決め用ガイド部を備える請求項６から９のいずれか一項に記載
の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記本体押し上げ部は、前記超音波診断装置本体の重心位置から離れた位置に配置され
る請求項１から１０のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　超音波診断は、超音波探触子を体表から当てるという簡単な操作で心臓の拍動や胎児の
動きの様子が超音波画像として得られ、かつ安全性が高いため繰り返して検査を行うこと
ができる。超音波診断を行うために用いられる超音波診断装置が知られている。
【０００３】
　従来、携帯型の超音波診断装置本体と、当該超音波診断装置本体が取り付けられるカー
ト（台車）と、からなる超音波診断装置が知られている。例えば、装置本体と、装置本体
を奥側底面を中心に回転可能に支持する支持手段、操作レバーと連動して装置本体を係止
する拘束手段、拘束手段をロックするロック手段を有する台車と、を有する超音波診断装
置が知られている（特許文献１参照）。台車に取り付けられた装置本体を上方の使用位置
に移動することでロック手段による拘束手段のロックが解除され、支持手段を中心に装置
本体を回転させ、操作レバーを回転させることで装置本体の係止が解除され、装置本体を
台車から取り外し可能となる。
【０００４】
　また、携帯型超音波診断装置と、レバーと連動して携帯型超音波診断装置の底面に係合
するフックを有するカートと、を有する超音波診断ユニットが知られている（特許文献２
参照）。レバーを回転させることで、フックの係合が外れ、カートに搭載された携帯型超
音波診断装置を取り外すことができる。
【０００５】
　また、ハンドルと連動した第１の係止部材を有するノート型超音波診断装置と、第１の
係止部材に係止される第２の係止部材を有するドッキングステーションと、を有するノー
ト型超音波診断装置のドッキング機構が知られている（特許文献３参照）。ハンドルを回
転させることで、第１の係止部材に対する第２の係止部材の係止が外れ、ドッキングステ
ーションにロックされたノート型超音波診断装置を取り外すことができる。
【０００６】
　また、本体と、カートと、カート上において本体と噛み合う凸状の着脱部材を含むデス
クと、を有する超音波診断装置が知られている（特許文献４参照）。着脱部材の固定力よ
りも大きい力で本体を上方向に持ち上げることで、本体をデスクから取り外すことができ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１２－６５６９７号公報
【特許文献２】国際公開第２０１３／０４６９０７号
【特許文献３】特開２００８－２３００７号公報
【特許文献４】特開２０１０－１２２２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、特許文献１、２、３に記載の超音波診断装置では、超音波診断装置本体（超音
波診断装置）を台車等から取り外す際、超音波診断装置本体の側面のみを持つことになり
、超音波診断装置本体の底面をユーザーが十分に支えることができないため、超音波診断
装置本体を落下させてしまうおそれがあった。
【０００９】
　また、特許文献４に記載の超音波診断装置では、着脱部材の固定力よりも大きい力で本
体を上方向に持ち上げる必要があるが、本体底面を十分に支えることができないため、取
り外す時の勢いで超音波診断装置本体を落下させてしまうおそれがあった。
【００１０】
　本発明の課題は、超音波診断装置本体を台部から安全に取り外すことである。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明の超音波診断装置は、
　超音波を送受信する超音波探触子に駆動信号を送信し、当該超音波探触子から得られた
受信信号に基づいて超音波画像を生成する超音波診断装置本体と、
　前記超音波診断装置本体が取り付けられる台部と、
　前記台部上に取り付けられた前記超音波診断装置本体を押し上げる本体押し上げ部と、
を備える。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記台部は、前記本体押し上げ部を有する。
【００１３】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の超音波診断装置において、
　前記超音波診断装置本体は、前記本体押し上げ部を有する。
【００１４】
　請求項４に記載の発明は、請求項１から３のいずれか一項に記載の超音波診断装置にお
いて、
　前記本体押し上げ部を押し上げる押し上げ操作入力を受け付ける押し上げ操作部を備え
、
　前記本体押し上げ部は、前記押し上げ操作部を介する押し上げ操作に応じて前記超音波
診断装置本体を押し上げる。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、請求項１から４のいずれか一項に記載の超音波診断装置にお
いて、
　前記本体押し上げ部は、弾性部材からなり、
　前記本体押し上げ部は、前記台部上に取り付けられた前記超音波診断装置本体が固定解
除されると当該超音波診断装置本体を押し上げる。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、請求項１から５のいずれか一項に記載の超音波診断装置にお
いて、
　前記台部は、前記超音波診断装置本体を固定する本体固定部を備える。
【００１７】
　請求項７に記載の発明は、請求項６に記載の超音波診断装置において、
　前記本体固定部は、弾性材料からなり、先端部が前記超音波診断装置本体の端部に嵌合
する形状を有し、当該超音波診断装置本体の内側方向に弾性力が働く。
【００１８】
　請求項８に記載の発明は、請求項６又は７に記載の超音波診断装置において、
　前記本体固定部は、テーパー形状又はＲ形状の先端部を有し、前記超音波診断装置本体
を上から接触して押圧すると、当該超音波診断装置本体の外側方向に開く。
【００１９】
　請求項９に記載の発明は、請求項６から８のいずれか一項に記載の超音波診断装置にお
いて、
　前記本体固定部は、前記超音波診断装置本体を固定した状態で、上から押圧すると、当
該超音波診断装置本体の外側方向に開き固定が解除される。
【００２０】
　請求項１０に記載の発明は、請求項６から９のいずれか一項に記載の超音波診断装置に
おいて、
　前記本体固定部は、前記超音波診断装置本体の前後及び左右の少なくとも一方の端部に
対応する位置に配置され、
　前記超音波診断装置本体の隣り合う２つの隅部に対応する位置に配置され当該超音波診
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断装置本体を案内する位置決め用ガイド部を備える。
【００２１】
　請求項１１に記載の発明は、請求項１から１０のいずれか一項に記載の超音波診断装置
において、
　前記本体押し上げ部は、前記超音波診断装置本体の重心位置から離れた位置に配置され
る。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、超音波診断装置本体を台部から安全に取り外すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施の形態の超音波診断装置の全体構成を示す斜視図である。
【図２】（ａ）は、押し上げ前の第１の超音波診断装置本体及びカート部を示す正面概略
図である。（ｂ）は、押し上げ前の第１の超音波診断装置本体及びカート部を示す側面概
略図である。
【図３】（ａ）は、押し上げ後の第１の超音波診断装置本体及びカート部を示す正面概略
図である。（ｂ）は、押し上げ後の第１の超音波診断装置本体及びカート部を示す側面概
略図である。
【図４】第１の超音波診断装置本体、本体固定部、位置決め用ガイド部を示す上面概略図
である。
【図５】（ａ）は、本体取り付けの第１段階の第１の超音波診断装置本体及びカート部を
示す正面概略図である。（ｂ）は、本体取り付けの第２段階の第１の超音波診断装置本体
及びカート部を示す正面概略図である。（ｃ）は、本体取り付けの第３段階の第１の超音
波診断装置本体及びカート部を示す正面概略図である。
【図６】（ａ）は、本体取り外しの第１段階の第１の超音波診断装置本体及びカート部を
示す正面概略図である。（ｂ）は、本体取り外しの第２段階の第１の超音波診断装置本体
及びカート部を示す正面概略図である。（ｃ）は、本体取り外しの第３段階の第１の超音
波診断装置本体及びカート部を示す正面概略図である。
【図７】変形例の第２の超音波診断装置本体の底面を示す斜視図である。
【図８】変形例の操作部を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面を参照して、本発明に係る実施の形態及び変形例を順に説明する。ただし、
発明の範囲は図示例に限定されない。なお、以下の説明において、同一の機能及び構成を
有するものについては、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００２５】
（実施の形態）
　図１～図６を参照して、本発明に係る実施の形態を説明する。先ず、図１を参照して、
本実施の形態の超音波診断装置１の全体構成を説明する。図１は、本実施の形態の超音波
診断装置１の全体構成を示す斜視図である。
【００２６】
　本実施の形態の超音波診断装置１は、病院等の医療機関の診察室等に設置され、超音波
を送受信する超音波探触子（図示略）を被検体（患者）に当てて、超音波探触子から超音
波を送受信し、被検体からのエコーに応じたエコー信号から超音波画像（断層画像、各種
信号波形等）を生成する装置である。超音波診断装置１は、医師、技師等のユーザーが使
用し、病院等の医療機関内を移動できるように、移動可能な構成を有する。
【００２７】
　図１に示すように、超音波診断装置１は、超音波診断装置本体１０と、カート部２０と
、を備える。また、図１において、図示されるように、前後左右上下の方向をとるものと
し、他の図でも同様であるものとする。
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【００２８】
　超音波診断装置本体１０は、超音波探触子への駆動信号の送信、超音波探触子からの電
気信号としてのエコー信号の受信、エコー信号に基づく超音波画像データの生成及び表示
を行う装置である。カート部２０は、超音波診断装置本体１０が取り付け可能で、車輪に
より移動自在な台部である。超音波診断装置本体１０は、カート部２０から取り外して持
ち運び可能である。
【００２９】
　超音波診断装置本体１０は、筐体部１１０と、表示部１２０と、操作部１３０と、を有
する。筐体部１１０は、例えば少なくとも後端部がＲ形状の略直方体形状を有し、各種電
子部品、基板等が内蔵される。表示部１２０は、例えば、筐体部１１０と接続され、ＬＣ
Ｄ（Liquid Crystal Display）、ＥＬディスプレイ（ElectroLuminescence Display）等
で構成され、超音波画像等の表示情報を表示する折り畳み式の表示部である。表示部１２
０を折り畳むことで、超音波診断装置本体１０の持ち運びがさらに容易になる。
【００３０】
　操作部１３０は、診断開始を指示するコマンドや被検体の個人情報等のデータの入力等
を行うための各種スイッチ、ボタン、トラックボール、マウス、キーボード等を備える。
また、操作部１３０は、前部の左右中央部に、ユーザーが把持するためのハンドル部１３
１を有する。
【００３１】
　カート部２０は、本体取り付け面部２１０と、位置決め用ガイド部２２０と、本体固定
部２３０（図１で図示略）と、前端ガイド部２４０と、超音波探触子ホルダー部２５０と
、支柱部２６０と、キャスター部２７０と、を有する。
【００３２】
　本体取り付け面部２１０は、上下方向に垂直な平面部であり、超音波診断装置本体１０
の上下方向に垂直な平面部分が載置される。また、本体取り付け面部２１０は、後述する
本体押し上げ部２１１を有する。
【００３３】
　位置決め用ガイド部２２０は、本体取り付け面部２１０上において、取り付ける超音波
診断装置本体１０の後端の２隅のＲ形状部に対応する位置に配置されたＲ形状のガイド部
であり、本体取り付け面部２１０の後端部に設けられている。位置決め用ガイド部２２０
により、超音波診断装置本体１０の後端部の位置決めを行うことができる。
【００３４】
　本体固定部２３０は、本体取り付け面部２１０上において、超音波診断装置本体１０を
本体取り付け面部２１０に上下及び左右方向に固定する部材であり、後述する。前端ガイ
ド部２４０は、超音波診断装置本体１０の前部に対応するガイド部であり、本体取り付け
面部２１０の前端部に設けられている。前端ガイド部２４０により、超音波診断装置本体
１０の前端部の位置決めを行うことができる。
【００３５】
　超音波探触子ホルダー部２５０は、超音波診断装置本体１０に接続された各種の超音波
探触子（図示略）を保持する。支柱部２６０は、本体取り付け面部２１０及びキャスター
部２７０に接続され、上下方向に延在し、超音波診断装置本体１０（本体取り付け面部２
１０等）を支持する。キャスター部２７０は、車輪を有し、車輪の回転によりカート部２
０及び取り付けられた超音波診断装置本体１０を前後左右方向に移動可能である。
【００３６】
　次に、図２（ａ）～図３（ｂ）を参照して、超音波診断装置本体１０の押し上げ構造を
説明する。図２（ａ）は、押し上げ前の超音波診断装置本体１０及びカート部２０を示す
正面概略図である。図２（ｂ）は、押し上げ前の超音波診断装置本体１０及びカート部２
０を示す側面概略図である。図３（ａ）は、押し上げ後の超音波診断装置本体１０及びカ
ート部２０を示す正面概略図である。図３（ｂ）は、押し上げ後の超音波診断装置本体１
０及びカート部２０を示す側面概略図である。
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【００３７】
　先ず、超音波診断装置本体１０は、ユーザーにより、カート部２０に取り付けられてい
ることとする。すると、図２（ａ）、図２（ｂ）に示すように、超音波診断装置本体１０
は、カート部２０に取り付けられ固定された状態となる。超音波診断装置本体１０の後端
部がＲ形状の位置決め用ガイド部２２０に接触されて、超音波診断装置本体１０の後方向
の位置決めがされて固定され、超音波診断装置本体１０の前端部が前端ガイド部２４０に
接触されて固定されている。また、超音波診断装置本体１０は、後述する本体固定部２３
０（図２（ａ）～図３（ｂ）で図示略）により上下左右方向にも固定されている。
【００３８】
　本体押し上げ部２１１は、ゴム等の弾性体や、ばね等の弾性部材からなり、例えば超音
波診断装置本体１０の前部で左右中央部に対応する位置に配置されている。また、本体押
し上げ部２１１は、一部が本体取り付け面部２１０の内部に埋め込まれている。このため
、超音波診断装置本体１０が固定された状態において、本体押し上げ部２１１は、本体取
り付け面部２１０内に隠れるように圧縮されている。
【００３９】
　また、図２（ｂ）に示すように、超音波診断装置本体１０の前後方向の重心位置Ｐ１は
、超音波診断装置本体１０の前後中心位置よりも後側にあるものとする。
【００４０】
　そして、ユーザーは、後述する本体固定部２３０により、カート部２０に対する超音波
診断装置本体１０の固定を解除する。すると、本体押し上げ部２１１の弾性力が解放され
て伸張方向に働く。図３（ａ）、図３（ｂ）に示すように、超音波診断装置本体１０の後
端部が位置決め用ガイド部２２０に接触されたまま、同じく前部が本体押し上げ部２１１
により押し上げられ、超音波診断装置本体１０が押し上げられた状態となる。
【００４１】
　超音波診断装置本体１０が押し上げられた状態において、図３（ａ）に一点鎖線で示す
ように、超音波診断装置本体１０と本体取り付け面部２１０との間に空間Ｓ１ができる。
【００４２】
　また、図３（ｂ）に示すように、前後方向において、本体押し上げ部２１１が重心位置
Ｐ１から最も離れた位置に配置されているため、より小さい伸張方向の弾性力で超音波診
断装置本体１０を押し上げることができる。なお、本体押し上げ部２１１が重心位置Ｐ１
から離れた位置に配置されることとしてもよい。
【００４３】
　次いで、図４～図６（ｃ）を参照して、カート部２０への超音波診断装置本体１０の取
り付け及び取り外しを説明する。図４は、超音波診断装置本体１０、本体固定部２３０、
位置決め用ガイド部２２０を示す上面概略図である。図５（ａ）は、本体取り付けの第１
段階の超音波診断装置本体１０及びカート部２０を示す正面概略図である。図５（ｂ）は
、本体取り付けの第２段階の超音波診断装置本体１０及びカート部２０を示す正面概略図
である。図５（ｃ）は、本体取り付けの第３段階の超音波診断装置本体１０及びカート部
２０を示す正面概略図である。図６（ａ）は、本体取り外しの第１段階の超音波診断装置
本体１０及びカート部２０を示す正面概略図である。図６（ｂ）は、本体取り外しの第２
段階の超音波診断装置本体１０及びカート部２０を示す正面概略図である。図６（ｃ）は
、本体取り外しの第３段階の超音波診断装置本体１０及びカート部２０を示す正面概略図
である。
【００４４】
　図４は、超音波診断装置本体１０をカート部２０に取り付けた状態を示す図である。図
４に示すように、２つの位置決め用ガイド部２２０は、超音波診断装置本体１０の後端部
の左端及び右端の２隅を案内する位置に配置されている。２つの本体固定部２３０は、超
音波診断装置本体１０の左右の側面部に対応する位置に配置されている。
【００４５】
　本体固定部２３０は、ゴム等の弾性体により構成され、図５（ａ）に示すように、例え
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ば先端がテーパー状で長手部から直角に曲がった鉤部を有する。図４に示す固定状態にお
いて、位置決め用ガイド部２２０及び本体固定部２３０は、それぞれ、超音波診断装置本
体１０の上面の少なくとも一部を押え込んで固定している。仮に２つの本体固定部２３０
のうちの一方が超音波診断装置本体１０から外れたとしても、他方の後部位置決め用ガイ
ド部２２０及び２つの後部位置決め用ガイド部２２０により超音波診断装置本体１０が３
点で固定されるので、超音波診断装置本体１０はカート部２０から外れない。
【００４６】
　図５（ａ）～図５（ｃ）を参照して、カート部２０への超音波診断装置本体１０の取り
付けを説明する。先ず、図５（ａ）に示すように、超音波診断装置本体１０がカート部２
０から取り外された状態において、本体押し上げ部２１１が上方向に伸張されており、本
体固定部２３０の長手部が、上方向に延在している。
【００４７】
　そして、ユーザーは、超音波診断装置本体１０の後端部を位置決め用ガイド部２２０に
嵌めて（接触させて）超音波診断装置本体１０を下方向に下ろす。すると、図５（ｂ）に
示すように、本体固定部２３０が超音波診断装置本体１０の底面の角部に接触されて押圧
され、本体固定部２３０の先端のテーパー形状により、本体固定部２３０が細矢印で示す
外側方向へ開き、超音波診断装置本体１０が本体押し上げ部２１１のテーパー形状部に接
触して押し下げ、本体押し上げ部２１１が太矢印で示すように下方向に圧縮開始される。
【００４８】
　そして、ユーザーは、超音波診断装置本体１０を下方向にさらに下ろす。すると、図５
（ｃ）に示すように、本体押し上げ部２１１が下方向にさらに圧縮されるとともに、本体
固定部２３０の矢印で示す左右の内側方向に弾性力が働き、本体固定部２３０の鉤部が超
音波診断装置本体１０の左右の上面角部に嵌合され、超音波診断装置本体１０がカート部
２０に対して上下左右方向に固定される。
【００４９】
　図６（ａ）～図６（ｃ）を参照して、カート部２０からの超音波診断装置本体１０の取
り外しを説明する。先ず、図６（ａ）に示すように、超音波診断装置本体１０がカート部
２０から取り付けられた状態において、本体押し上げ部２１１が下方向に圧縮されており
、本体固定部２３０が超音波診断装置本体１０に嵌合されている。
【００５０】
　そして、ユーザーは、例えば手で、左右の本体固定部２３０の上面を太矢印で示す下方
向に押圧する。すると、図６（ａ）に示すように、本体固定部２３０の先端部が細矢印で
示す外側方向に開く。これで、超音波診断装置本体１０がカート部２０に固定された状態
が解除される。
【００５１】
　そして、図６（ｂ）に示すように、超音波診断装置本体１０の後端部が位置決め用ガイ
ド部２２０に嵌められたまま、圧縮されていた本体押し上げ部２１１が上方向に伸張し始
め、超音波診断装置本体１０を上方向に押し上げ始める。
【００５２】
　そして、図６（ｃ）に示すように、本体押し上げ部２１１が上方向に伸張完了し、超音
波診断装置本体１０が上方向に押し上げられ、一点鎖線で示すように、超音波診断装置本
体１０と本体取り付け面部２１０との間に空間Ｓ１ができる。このため、ユーザーは、空
間Ｓ１に側方から指を入れたり、ハンドル部１３１に指を入れ、超音波診断装置本体１０
をカート部２０から容易に取り外して持ち運びをする。
【００５３】
　以上、本実施の形態によれば、超音波診断装置１は、超音波診断装置本体１０と、超音
波診断装置本体１０が取り付けられるカート部２０と、カート部２０上に取り付けられた
超音波診断装置本体１０を押し上げる本体押し上げ部２１１と、を備える。
【００５４】
　このため、ユーザーが、本体押し上げ部２１１によって押し上げられた超音波診断装置
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本体１０とカート部２０との間の空間Ｓ１に手を入れ、超音波診断装置本体１０の側端部
や底面を支えたり、ハンドル部１３１を確実に握りながら、超音波診断装置本体１０をカ
ート部２０から安全に取り外すことができる。また、ユーザーが、超音波診断装置本体１
０をカート部２０から取り外して、医療機関外へ持ち運びでき、医療機関外で診察を行う
ことができる。
【００５５】
　また、カート部２０は、本体押し上げ部２１１を有する。このため、超音波診断装置本
体１０の構成を簡単にでき、また従来使用していた超音波診断装置本体１０をそのまま用
いて、超音波診断装置本体１０をカート部２０から安全に取り外すことができる。
【００５６】
　また、本体押し上げ部２１１は、弾性部材からなる。本体押し上げ部２１１は、カート
部２０上に取り付けられた超音波診断装置本体１０が固定解除されると超音波診断装置本
体１０を押し上げる。このため、固定解除すると、ユーザーが操作することなく超音波診
断装置本体１０を自動的に持ち上げることができ、ユーザーの作業負担を低減できる。
【００５７】
　また、カート部２０は、超音波診断装置本体１０を固定する本体固定部２３０を備える
。このため、本体固定部２３０により、超音波診断装置本体１０をカート部２０に容易に
固定できる。
【００５８】
　また、本体固定部２３０は、弾性材料からなる。本体固定部２３０の先端部が超音波診
断装置本体１０の上面角部に嵌合する形状を有する。本体固定部２３０は、超音波診断装
置本体１０の内側方向に弾性力が働く。このため、本体固定部２３０により、超音波診断
装置本体１０をカート部２０にさらに容易に固定できる。
【００５９】
　また、本体固定部２３０は、テーパー形状の先端部を有し、超音波診断装置本体１０を
上から接触して押圧すると、超音波診断装置本体１０の外側方向に開く。このため、ユー
ザーが、超音波診断装置本体１０をカート部２０に容易に取り付けでき本体固定部２３０
により固定できる。
【００６０】
　また、本体固定部２３０は、超音波診断装置本体１０を固定した状態で、上から押圧す
ると、超音波診断装置本体１０の外側方向に開き固定が解除される。このため、ユーザー
が、超音波診断装置本体１０をカート部２０から容易に取り外しできる。
【００６１】
　また、本体固定部２３０は、超音波診断装置本体１０の左右の端部に対応する位置に配
置される。超音波診断装置１は、超音波診断装置本体１０の後端の隣り合う２つの隅部に
対応する位置に配置され超音波診断装置本体１０を案内する位置決め用ガイド部２２０を
備える。このため、位置決め用ガイド部２２０により、超音波診断装置本体１０をカート
部２０上の正確な位置に配置することができる。さらに、不意な接触により１つの本体固
定部２３０が超音波診断装置本体１０の外側方向に開いても、残りの１つの本体固定部２
３０及び２つの位置決め用ガイド部２２０の３点によって超音波診断装置本体１０が固定
されているため、超音波診断装置本体１０が外れて不安定になることを防止できる。
【００６２】
　また、本体押し上げ部２１１は、前後方向において、超音波診断装置本体１０の重心位
置Ｐ１から離れた位置に配置される。このため、本体押し上げ部２１１がより小さい弾性
力で超音波診断装置本体１０を持ち上げることができる。
【００６３】
　（変形例）
　図７を参照して、上記実施の形態の変形例を説明する。但し、上記実施の形態の装置構
成と同じ部分には同じ符号を付して、その説明を省略する。図７は、本変形例の超音波診
断装置本体１０Ａの底面を示す斜視図である。
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【００６４】
　本変形例の超音波診断装置は、超音波診断装置本体１０Ａと、カート部２０と同様のカ
ート部（図示略）と、を備える。但し、本変形例のカート部は、カート部２０が本体押し
上げ部２１１を有しない構成を有する。
【００６５】
　図７に示すように、超音波診断装置本体１０Ａは、筐体部１１０Ａと、表示部１２０（
図７で図示略）と、操作部１３０と、を有する。筐体部１１０Ａは、筐体部１１０と同様
であるが、底面に本体押し上げ部１１１を有する。
【００６６】
　本体押し上げ部１１１は、ゴム等の弾性体や、ばね等の弾性部材により構成され、例え
ば筐体部１１０Ａの底面の前後左右の中央部に配置されている。但し、本体押し上げ部１
１１は、この位置への配置に限定されるものではなく、例えば、超音波診断装置本体１０
Ａ（操作部１３０）の底面の前側（前後方向において、超音波診断装置本体１０Ａの重心
位置から離れた位置）に配置される構成としてもよい。また、本体押し上げ部１１１は、
一部が筐体部１１０Ａの底面の内部に埋め込まれている。このため、超音波診断装置本体
１０Ａが固定された状態において、本体押し上げ部１１１は、筐体部１１０Ａ内に隠れる
ように圧縮されている。
【００６７】
　カート部（図示略）への超音波診断装置本体１０Ａの取り付け時には、先ず、超音波診
断装置本体１０Ａがカート部から取り外された状態において、本体押し上げ部１１１が下
方向に伸張されている。
【００６８】
　そして、ユーザーは、超音波診断装置本体１０Ａの後端部をカート部の位置決め用ガイ
ド部２２０に嵌めて（接触させて）超音波診断装置本体１０Ａを下方向に下ろす。本体固
定部２３０は、超音波診断装置本体１０Ａの外側方向へ開く。
【００６９】
　そして、ユーザーは、超音波診断装置本体１０Ａを下方向にさらに下ろす。すると、本
体押し上げ部１１１が本体取り付け面部２１０に接触して上方向に圧縮されるとともに、
本体固定部２３０の鉤部が超音波診断装置本体１０の左右の上面角部に嵌合され、超音波
診断装置本体１０がカート部２０に対して上下左右方向に固定される。
【００７０】
　カート部（図示略）からの超音波診断装置本体１０Ａの取り外し時には、超音波診断装
置本体１０Ａがカート部に取り付けられた状態において、本体押し上げ部１１１が上方向
に圧縮されており、本体固定部２３０が超音波診断装置本体１０Ａに嵌合されている。
【００７１】
　そして、ユーザーは、左右の本体固定部２３０を下方向に押す。すると、本体固定部２
３０が外側方向に開く。これで、超音波診断装置本体１０Ａが固定された状態が解除され
る。
【００７２】
　そして、超音波診断装置本体１０Ａの後端部が位置決め用ガイド部２２０に嵌められた
まま、圧縮されていた本体押し上げ部１１１が下方向に伸張し始め、超音波診断装置本体
１０Ａを上方向に押し上げる。
【００７３】
　そして、本体押し上げ部１１１が下方向に伸張完了し、超音波診断装置本体１０Ａが上
方向に押し上げられ、超音波診断装置本体１０Ａと本体取り付け面部２１０との間に空間
Ｓ１ができる。ユーザーは、空間Ｓ１に側方から指を入れたり、ハンドル部１３１に指を
入れ、超音波診断装置本体１０Ａをカート部から容易に取り外して持ち運びをする。
【００７４】
　以上、本変形例によれば、超音波診断装置本体１０Ａは、本体押し上げ部１１１を有す
る。このため、カート部の構成を簡単にでき、超音波診断装置本体１０Ａをカート部から
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安全に取り外すことができる。
【００７５】
　なお、上記実施の形態における記述は、本発明に係る好適な超音波診断装置の一例であ
り、これに限定されるものではない。例えば、上記実施の形態、変形例の構成を適宜組み
合わせる構成としてもよい。
【００７６】
　また、上記実施の形態、変形例では、本体押し上げ部２１１，１１１が、弾性体やばね
で構成されるのみの構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、本体押し上
げ部が、ばね等を含み、圧縮した状態で機械的にロックをかけることができ、そのロック
をスイッチ等により機械的又は電子回路的に解除することが可能な構成としてもよい。
【００７７】
　例えば、変形例の超音波診断装置本体１０Ａが、圧縮した状態でロックをかけることが
できる構成の本体押し上げ部１１１を備え、操作部１３０に代えて、図８に示す操作部１
３０Ａを示す構成としてもよい。図８は、操作部１３０Ａを示す斜視図である。操作部１
３０Ａは、ハンドル部１３１を有する操作部１３０と同様であるが、さらに押し上げ操作
部としてのスイッチ１３２を有する。スイッチ１３２は、ロックがかけられた本体押し上
げ部１１１の圧縮を解除し飛び出させるための押し上げ操作を受け付ける押しボタンスイ
ッチである。
【００７８】
　カート部（図示略）への超音波診断装置本体１０Ａの取り付け時には、超音波診断装置
本体１０Ａがカート部から取り外された状態において、本体押し上げ部１１１が下方向に
伸張されている。
【００７９】
　そして、ユーザーは、超音波診断装置本体１０Ａの後端部を位置決め用ガイド部２２０
に嵌めて（接触させて）超音波診断装置本体１０Ａを下方向に下ろす。本体固定部２３０
は、超音波診断装置本体１０Ａの外側方向へ開く。
【００８０】
　そして、ユーザーは、超音波診断装置本体１０Ａを下方向にさらに下ろす。すると、本
体押し上げ部１１１が本体取り付け面部２１０に接触して上方向に圧縮されるとともに、
本体固定部２３０の鉤部が超音波診断装置本体１０の左右の上面角部に嵌合され、超音波
診断装置本体１０がカート部に対して上下左右方向に固定される。この時、本体押し上げ
部１１１は、圧縮された状態で機械的にロックされる。
【００８１】
　カート部（図示略）からの超音波診断装置本体１０Ａの取り外し時には、超音波診断装
置本体１０Ａがカート部に取り付けられた状態において、本体押し上げ部１１１が上方向
に圧縮されて機械的に圧縮されており、本体固定部２３０が超音波診断装置本体１０Ａに
嵌合されている。
【００８２】
　そして、ユーザーは、スイッチ１３２を押下する。すると、圧縮されていた本体押し上
げ部１１１のロックが解除され伸張し始め、超音波診断装置本体１０Ａを上方向に押し上
げる。このため、本体固定部２３０が外側方向に開く。これで、超音波診断装置本体１０
Ａが固定された状態が解除される。
【００８３】
　そして、本体押し上げ部１１１が下方向に伸張完了し、超音波診断装置本体１０Ａが上
方向に押し上げられ、超音波診断装置本体１０Ａと本体取り付け面部２１０との間に空間
Ｓ１ができる。また、実施の形態の超音波診断装置１においても、同様に、カート部２０
が、圧縮した状態でロックをかけることができる構成の本体押し上げ部２１１と、当該ロ
ックを解除するためのスイッチと、を備える構成としてもよい。
【００８４】
　この構成によれば、ユーザーがスイッチ１３２を押下操作するだけで超音波診断装置本
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【００８５】
　また、上記実施の形態、変形例では、本体固定部２３０の先端部が、テーパー形状であ
るものとしたが、これに限定されるものではない。本体固定部２３０の先端部は、Ｒ形状
等、超音波診断装置本体を上から接触して押圧すると、超音波診断装置本体の外側方向に
開く他の形状としてもよい。
【００８６】
　また、上記実施の形態、変形例では、位置決め用ガイド部２２０が、超音波診断装置本
体の後ろの２隅に対応する本体取り付け面部２１０の位置に配置される構成としたが、こ
れに限定されるものではない。位置決め用ガイド部２２０が、超音波診断装置本体の隣り
合う２つの隅部に対応する本体取り付け面部２１０の位置に配置される構成としてもよい
。
【００８７】
　また、上記実施の形態、変形例では、本体固定部２３０が、超音波診断装置本体の左右
の端部に対応する本体取り付け面部２１０の位置に配置される構成としたが、これに限定
されるものではない。本体固定部２３０が、超音波診断装置本体の前後の端部に対応する
本体取り付け面部２１０の位置に配置される構成としてもよい。
【００８８】
　また、以上の実施の形態、変形例における超音波診断装置１を構成する各部の細部構成
及び細部動作に関して本発明の趣旨を逸脱することのない範囲で適宜変更可能である。
【符号の説明】
【００８９】
１　超音波診断装置
１０，１０Ａ　超音波診断装置本体
１１０，１１０Ａ　筐体部
１１１，２１１　本体押し上げ部
１２０　表示部
１３０，１３０Ａ　操作部
１３１　ハンドル部
１３２　スイッチ
２０　カート部
２１０　本体取り付け面部
２２０　位置決め用ガイド部
２３０　本体固定部
２４０　前端ガイド部
２５０　超音波探触子ホルダー部
２６０　支柱部
２７０　キャスター部
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